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公
益
通
報
（
外
部
通
報
）
は
、

労
働
者
な
ど
が
事
業
者
内
部
の
法

令
違
反
行
為
に
つ
い
て
、
行
政
機

関
に
通
報
す
る
制
度
で
す
。

　

平
成
24
年
５
月
か
ら
、
食
品
の

放
射
性
物
質
検
査
機
器
を
利
用
し

た
放
射
能
濃
度
の
測
定
を
行
っ
て

い
ま
す
。
市
民
が
自
家
消
費
を
目

的
に
栽
培
・
購
入
し
た
食
品
が
対

象
で
、
測
定
は
無
料
で
す
。　

問
合
せ　

沼
田
市
消
費
生
活
セ
ン

タ
ー
☎
２
０
・
１
５
０
０

放
射
性
物
質
の
濃
度
測
定

1002596
県
営
住
宅
４
月
定
期
募
集

申
込
期
限　
４
月
15
日
（
土
）

問
合
せ　

県
住
宅
供
給
公
社

☎
０
２
７・２
２
３・５
８
１
１

　

市
の
事
業
や
業
務
、
暮
ら
し
に

役
立
つ
知
識
や
情
報
な
ど
を
お
話

し
す
る
「
出
前
講
座
」
を
行
っ
て

い
ま
す
。
講
師
と
し
て
市
職
員
が

学
習
会
な
ど
へ
訪
問
し
ま
す
の

で
、
地
域
の
団
体
や
サ
ー
ク
ル
な

ど
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
出
前
の

メ
ニ
ュ
ー
は
市
Ｈ
Ｐ
に
掲
載
し
て

い
ま
す
。　
　
　

問
合
せ　

市
民
協

働
課
協
働
推
進
係

☎
内
線
３
０
５
１
、

３
０
５
２

市
民
協
働
の
ま
ち
づ
く
り

出
前
講
座

1001133

詳しくはこちら ↓　

主
な
通
報
者
の
範
囲

▽
通
報
対
象
事
実
ま
た
は
そ
の
他

の
法
令
違
反
な
ど
の
事
実
に
関
係

す
る
事
業
者
に
雇
用
さ
れ
て
い
る

労
働
者
、
ま
た
は
通
報
の
日
前
１

年
以
内
の
当
該
労
働
者
▽
当
該
事

業
者
を
派
遣
先
と
す
る
派
遣
労
働

者
、
ま
た
は
通
報
の
日
前
１
年
以

内
の
当
該
派
遣
労
働
者
▽
当
該
事

業
者
の
取
引
先
の
労
働
者
、
ま
た

は
通
報
の
日
前
１
年
以
内
の
当
該

労
働
者
▽
当
該
事
業
者
の
役
員

要
件　

次
の
全
て
を
満
た
す
も
の

▽
通
報
内
容
の
真
実
を
証
明
し
、

具
体
性
や
迫
真
性
を
も
っ
て
説
明

で
き
る
▽
通
報
に
不
正
の
目
的
が

な
い
▽
法
令
違
反
な
ど
の
行
為
が

生
じ
、
ま
た
は
ま
さ
に
生
じ
よ
う

と
し
て
い
る
▽
市
が
法
令
違
反
事

実
に
つ
い
て
、
処
分
ま
た
は
勧
告

な
ど
を
す
る
権
限
を
有
し
て
い
る

そ
の
他　

匿
名
な
ど
の
通
報
に
よ

り
事
実
確
認
が
で
き
な
い
場
合

は
、
公
益
通
報
と
し
て
受
け
付
け

る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
あ
り

申
込
み　

所
定
の
様
式
に
よ
り
、

直
接
ま
た
は
郵
送
、
メ
ー
ル

（g
a

ib
u

@
city.n

u
m

a
ta

.lg
.jp

）

問
合
せ　

秘
書
課

広
報
広
聴
係
☎
内

線
４
０
０
７　

詳しくはこちら ↓　

公
益
通
報
（
外
部
通
報
）

の
窓
口
を
設
置

1012895

エ
ン
ス
ス
ト
ア
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
決
済
ア
プ
リ
で
納
め
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
口
座
振
替
の
引
き
落

と
し
は
、
納
め
忘
れ
が
な
く
便
利

で
す
。
届
け
出
印
を
用
意
し
て
、

市
内
の
金
融
機
関
ま
た
は
郵
便
局

で
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

■
休
日
納
付
相
談
窓
口
の
開
設

　

平
日
に
納
付
が
困
難
な
人
や
市

税
な
ど
の
納
付
・
納
入
に
関
す
る

相
談
は
、
月
１
回
、
日
曜
日
に
開

設
す
る
休
日
納
付
相
談
窓
口
を
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

■
納
付
相
談

　

災
害
や
失
業
な
ど
の
事
情
で
、

納
期
限
ご
と
の
納
付
が
困
難
な
人

は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
市
税
な
ど
を
滞
納
す
る
と

　

期
限
ま
で
に
納
め
て
い
る
大
多

数
の
人
と
の
公
正
・
公
平
を
確
保

す
る
た
め
、
法
律
で
定
め
る
滞
納

処
分
な
ど
を
執
行
し
ま
す
。
債
権

（
給
与
、
年
金
、
売
掛
金
な
ど
）、

不
動
産
（
土
地
、家
屋
）、動
産
（
自

動
車
、
バ
イ
ク
な
ど
）
な
ど
を
差

し
押
さ
え
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

■
市
の
債
権
を
適
正
に
管
理

　

市
の
有
す
る
債
権
の
う
ち
、
市

税
お
よ
び
強
制
徴
収
公
債
権
（
介

護
保
険
料
、
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
、
保
育
料
、
下
水
道
使
用
料
、

道
路
占
用
料
な
ど
）
の
滞
納
は
、

債
権
管
理
課
で
滞
納
処
分
な
ど
の

法
的
手
続
き
を
含
め
た
管
理
を
執

行
し
ま
す
。

　

非
強
制
徴
収
公
債
権
（
児
童
手

当
返
還
金
、
生
活
保
護
費
返
還
金

な
ど
）
お
よ
び
私
債
権
（
市
営
住

宅
使
用
料
、
水
道
使
用
料
な
ど
）

で
所
管
課
か
ら
債
権
管
理
課
へ
移

管
す
る
決
定
の
あ
っ
た
も
の
も
同

様
で
す
。

問
合
せ　

税
務
課
納
税
係
☎
内
線

３
０
３
１･

３
０
３
２
、
債
権
管
理

課
債
権
整
理
係
☎
内
線
３
０
３
３

令
和
５
年

４月 16 日（日） 令
和
５
年

10 月 22 日（日）
５月 21 日（日） 11 月 19 日（日）
６月 18 日（日） 12 月 17 日（日）
７月 30 日（日） 令

和
６
年

１ 月 21 日（日）
８月 20 日（日） ２ 月 18 日（日）
９月 24 日（日） ３ 月 17 日（日）

休日納付相談窓口日程表

時間　午前８時 30 分～午後５時

中
学
３
年
生　

給
食
費
の
無
償
化

1013054
　

子
育
て
世
帯
を
経
済
的
に
支
援

す
る
た
め
、
今
年
度
か
ら
中
学
３

年
生
の
給
食
費
の
無
償
化
を
行
い

ま
す
。

対
象　

市
内
在
住
で
市
学
校
給
食

の
提
供
を
受
け
て
い
る
市
立
中
学

校
お
よ
び
沼
田
特
別
支
援
学
校
在

籍
の
中
学
３
年
生

問
合
せ　

教
育
総
務
課
学
校
給
食

セ
ン
タ
ー
給
食
係
☎
２
５
・
３
７

６
２

特
設
行
政
相
談
所

　

行
政
機
関
や
特
殊
法
人
の
仕
事

に
関
す
る
苦
情
や
意
見
、
要
望
を

行
政
相
談
委
員
が
相
談
に
応
じ
ま

す
。
秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま
す
。

と
き　

５
月
15
日
（
月
）
午
後
１

時
～
３
時

と
こ
ろ　

テ
ラ
ス
沼
田
４
階
防
災

会
議
室
４
０
１

相
談
料　

無
料
（
予
約
不
要
）

※
群
馬
行
政
監
視
行
政
相
談
セ
ン

タ
ー
き
く
み
み
群
馬
（
☎
０
５
７

０
・
０
９
０
・
１
１
０
）
で
も
常
時

受
け
付
け

問
合
せ　

市
民
協
働
課
市
民
相
談

係
☎
内
線
３
０
５
６　




